
 

 

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画 

～「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方（平成 29年 1月）」等を踏まえた緊急対策～ 

 

平成 29 年 6月 20 日 

国  土  交  通  省 

 

 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による甚大な被害を踏まえ設置された「社会

資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小

委員会」の答申を踏まえ、国土交通省では「施設では防ぎきれない大洪水は発

生するもの」との考えに立ち、社会全体でこれに備えるため、ハード・ソフト

一体となった「水防災意識社会再構築ビジョン」の取り組みを国管理河川を中

心に進めてきた。 

 このような中、平成 28年 8月、台風 10 号等の一連の台風によって、中小河

川で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や甚大な経済被害が発生した。 

 この災害を受け、とりまとめられた同委員会の答申を踏まえ、「水防災意識

社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河川でさらに加速させ

るため、「大規模氾濫減災協議会」制度の創設をはじめとする水防法等の一部

改正を行うなどの各種取組を進めているところである。 

 今般、両答申において実施すべき対策とされた事項のうち、緊急的に実施す

べき事項について実効性をもって着実に推進するため、国土交通大臣指示に基

づき、概ね 5 年（平成 33 年度）で取り組むべき各種取組に関する方向性、具

体的な進め方や国土交通省の支援等について、国土交通省として緊急行動計画

をとりまとめた。 

今後、国土交通省としては、本計画を踏まえ、都道府県等の関係機関と緊密

に連携し、各種取組を緊急的かつ強力に推進することで、「水防災意識社会」の

一刻も早い再構築を目指す。 






